
むつ市認知症サポート事業所認定事業実施要綱

平成２８年１０月 ６日

むつ市告示第１０３号

（目的）

第１条 この要綱は、認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる

まちづくりの推進に資するため、認知症について正しく理解し、認知症の人及び

その家族を温かく見守る事業所、施設又は店舗（以下これらを「事業所」とい

う。）を認知症サポート事業所として認定する事業の実施に関し必要な事項を定

めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において「認知症サポート事業所認定事業」とは、認知症サポー

ト事業所を認定し、認知症の人が安心して暮らすことができる地域づくりの推進

を図り、その取組を広く周知する事業をいう。

（要件）

第３条 認知症サポート事業所としての認定（以下「認定」という。）の要件は、

職域単位で認知症サポーター等養成事業実施要綱（平成１８年７月１２日老計発

第０７１２００１号厚生労働省老健局課長通知）に規定する認知症サポーター養

成講座を受講し、その修了者が従業員の総数の半数以上を占める市内の事業所で

あることとする。

（申請及び認定）

第４条 認定を受けようとする事業所は、むつ市認知症サポート事業所認定申請書

（様式第１号）及び取組内容記入用紙（様式第２号）を市長に提出するものとす

る。

２ 市長は、前項の規定による申請があった場合には、その内容を審査し、前条に

規定する要件を満たしていると認めるときは、当該申請に係る事業所を認定する。

３ 市長は、認定をした事業所（以下「認定事業所」という。）に対し、認定番号

を付した上で、認定証（様式第３号）及びステッカーを交付する。

（認定の期間）

第５条 認定の期間は、認定をした日の属する年度の翌々年度の末日までとする。

（認定の更新）



第６条 認定の期間を満了した後において引き続き認定を受けようとする認定事業

所は、認定の期間の満了日までに、第３条に規定する要件を満たした上で、むつ

市認知症サポート事業所認定更新申請書（様式第４号）及び取組内容記入用紙

（様式第２号）を提出するものとする。

（認定事業所の努力義務）

第７条 認定事業所の長は、自ら認知症サポーター養成講座を受講し、職域におい

て認知症に関する正しい知識の普及及び啓発活動を行うとともに、認知症サポー

ター養成講座の未受講者に対し受講の機会を積極的に与え、認定後も認知症サポ

ーター養成講座の修了者を在籍させるよう努めなければならない。

（認定の取消し）

第８条 市長は、認定事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、認定を取り

消す。

(1) 第３条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(2) 法令等に違反し、処分等を受けたとき。

(3) 事業所を廃止したとき。

(4) 認定事業所として適当でないと市長が認める行為を行ったとき。

２ 市長は、前項の規定による取消しを行うときは、むつ市認知症サポート事業所

取消通知書（様式第５号）により通知する。

３ 認定事業所は、第１項の規定により認定を取り消されたときは、認定証及びス

テッカーを返還するものとする。

（委任）

第９条 この要綱に定めるもののほか、認知症サポート事業所認定事業に関し必要

な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、平成２８年１０月 ６日から施行する。

附 則（平成２９年 １月１８日むつ市告示第５号）

この要綱は、告示の日から施行する。


